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平成 22 年 9 月 8 日 

各 位 

会 社 名 株式会社コネクトテクノロジーズ 

代表者名 代表取締役会長兼ＣＥＯ 堀口 利美 

      （コード：3736 東証マザーズ） 

問合せ先 執行役員 CFO 兼 

経営管理統括本部長 長倉 統己 

      （TEL．03－5332－6110） 

 

 

 

第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債の 
募集に関するお知らせ（MSCB の発行） 

 

 

当社は、平成 22 年 9 月 8 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当の方法により第 2 回転換社債

型新株予約権付社債（転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債）（以下、「本社債」という。）の発行を行うこ

とについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

1．募集の概要 

第 2 回転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債） 

（1） 発 行 期 日 平成 22 年 9 月 24 日 

（2） 新 株 予 約 権 の 総 数 40 個 

（3） 
社債及び新株予約権の 

発 行 価 額 

各本社債の払込金額：5,000,000 円（各本社債の金額 100 円につき 100 円） 

各新株予約権の払込金額：本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない 

（4） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

当初の転換価額（6,878 円）における潜在株式数：29,040 株 

転換価額上限値（13,756 円）における潜在株式数：14,520 株 

転換価額下限値（3,439 円）における潜在株式数：58,120 株 

（5） 資 金 調 達 の 額 200,000,000 円（差引手取概算額：187,260,000 円） 

（6） 
行使価額又は転換価額及

び そ の 修 正 条 件 

転換価額は当初 6,878 円とする。転換価額は、毎週金曜日の株価終値の 90%

に相当する金額に修正される（毎週金曜日の翌営業日から修正後の転換価額

が適用される）。なお、転換価額の修正範囲はその上限を当初転換価額の

200%までの 13,756 円とし、下限を当初転換価額の 50%までの 3,439 円とす

る。 

（7） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当により割当てる 

（8） 割 当 先 

Brillance Hedge Fund（ブリランス・ヘッジ・ファンド）：1 億円（20 個） 

Brillance Multi Strategy Fund（ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド）：１億円

（20 個） 

（9） そ の 他 譲渡制限条項あり 

(注)「転換価額」とは、本社債に付された新株予約権の行使により払込を要する当社普通株式 1 株当たりの額を意味

します。 
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2．募集の目的及び理由 

（1） 当該資金調達の目的及び理由 

昨今、当社を取り巻くビジネス環境は、携帯電話を利用した様々なサービスが増加しビジネス機会が増加してい

る一方、サービス提供業者間の競争はますます激しいものとなってきております。 

当社がこのような競争下の中を勝ち残っていくためには、競合他社に比べ高度なソリューションを提供し、自社

サービスを差別化していくことが求められております。 

差別化を図るにあたって、何が成長分野であり、何が成熟分野であるかを的確に見分けるとともに、今後の成長

分野へ継続的かつ効果的に投資を行っていくことが非常に重要であると認識しております。 

これらに加え、成長分野への積極的投資のためには、スピーディかつ効率的な経営体制の構築と、健全で堅固

な財務体質の確立が必要であると考えております。 

当社は目的達成するため、現在までにキャッシュ・フローの改善を 優先課題としつつ、成長分野への経営資源

の集中、そして、固定費の圧縮を始めとする経営合理化などによって、当社戦略の再構築に真摯に取り組んでまい

りました。 

取り組んだ内容として、まず、徹底したコスト削減を行い、企業収益が確保できる効率的な体制の構築と改善の

実施を目指しました。例えば、札幌支社を平成 22 年 3 月に閉鎖し、地代家賃などにつき月額約 1 百万円、人件費

につき月額約 17 百万円の削減を達成いたしました。さらに、平成 22 年 3 月に、退職勧奨をはじめとする経営合理

化を実施し、全従業員の規模を子会社も含め 102 名までに削減し、平成 22 年 7 月に子会社を売却することにより、

平成 22 年 8 月末時点の従業員数は 41 名まで減少しております。そのほかにも、経営合理化の一環として、外注

及び顧問等の削減、並びに、その他経費の圧縮により月額約 4 百万円の削減を行うなど、収益確保に向けた徹底

したコスト削減を行ってまいりました。 

第二に、組織構造の転換にも積極的に取り組んでおり、平成 22 年 1 月より業務執行に対する責任と権限を持つ

執行役員制度を導入いたしました。新しい経営体制の導入により、経営意思決定の迅速化及び執行機能の強化を

図るとともに、経営の執行機能と監督機能を分離することにより監督権限を強化いたしました。 

経営の意思決定機能と執行機能を明確にすることで将来的には、当社の経営体制及び営業力の強化、そして、

財務基盤の改善及び強化に貢献するものと確信しております。 

また、平成 22 年 7 月 27 日の臨時株主総会において新たに 5 名の取締役が選任され、平成 22 年 8 月 10 日の

取締役会において新たな代表取締役が選任される等、新しい経営体制により一層の業務改善に励んでおります。 

第三に、当社が保有する上場投資有価証券及び非上場投資有価証券の売却など、当社の売上げ及び利益確保

に必ずしも直接的に寄与していないと思われる資産については、その売却を検討のうえ、進めました。しかしながら、

保有有価証券を売却し、合計約 200 百万円の資金調達を行う計画は、平成 23 年 8 月期以降に持ち越しすることと

なりました。これは、当社の財務アドバイザーであったインベンシス株式会社の提案により、当社の流動資産の増加

策のために、当社が保有する上場有価証券（当時時価 2.6 億円相当）を同社が元本保証かつ 10％の貸借利率に

て運用するとのことで平成 20 年 11 月 18 日に株券消費貸借契約（期日平成 21 年 3 月 31 日）を締結しましたが、

現時点で返済はなされておらず、返済債務の認識は表明されているものの、返済方法において係争は継続中であ

り処分が実現していないこと、そして、非上場投資有価証券については、そもそも第三者への売却が困難であること

などの事情によるものです。 

第四に、平成 21 年 12 月に第三者割当による増資を実施し、当社の財務基盤の健全化と強化を図るとともに、経

営課題である事業資金及び運転資金の調達を行いました。これにより、経営改善計画の実現、主力であるシステム

ソリューション事業部門における大口顧客に対する既存受託事業の横展開、並びに、非接触 IC ソリューション分野

に注力しました。 

以上のように、当社は、コスト削減によって損益分岐点を下げながら、経営機構改革によって売上及び利益率の

向上を目指しましたが、当社グループ全体で、平成 22 年 5 月までに売上高 607 百万円、営業利益△273 百万円と

いう計画に対して、同年同月期の達成売上高は 553 百万円、営業利益△347 百万円という結果に終わり、平成 21

年 12 月 9 日付で当社が開示した「第三者割当による新株式発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお

知らせ」P2 記載の「経営改善計画」の一部である、注力事業の選択と集中を行い、事業構造の転換による黒字体質

への転換と投資有価証券の売却によるキャッシュ・フローの改善の進捗に時間がかかっているため、今後の事業運
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営を継続していくための手元資金が厳しい状況は、未だに解消されておりません。 

直近の前連結会計年度（平成 21 年 8 月期）において 738 百万円、当第 3 四半期連結累計期間（平成 22 年 8

月期 第 3 四半期末時点）において 347 百万円と大幅な営業損失を計上せざるを得ないこととなり、また、当第 3

四半期連結累計期間の営業キャッシュ・フローも 251 百万円のマイナスと、5 期連続のマイナスとなっております。し

かも、平成 20 年 8 月期以降、当社の会計監査人から、当社グループの継続企業としての前提に関し重要な疑義

が存在しており、現在においても当該状況を解消するには至っておりません。 

このように当社は厳しい経営環境に晒されてはおりますが、当社の中核事業であるモバイル向けソリューション開

発部門は、急拡大するスマートフォン市場、Apple®社製 iPad®の人気などに象徴されるとおり、今後も安定的な成

長が見込める分野であります。反対に、そのような有望な市場は競争も熾烈であり、当社がこれに勝ち残っていくた

めには、新規技術開発のための研究及び設備に対する投資を続け、新しいハードウェアに対応するソリューション

を提供していく体制を構築、維持及び強化していくことが必要不可欠であると認識しております。これらの体制の構

築、維持及び強化のためには、さらなる運転資金が必要不可欠であり、当社を取り巻く状況を総合的に勘案し検討

を重ねた結果、当社としては、今一度の資金調達を行い、平成 23 年 8 月までの運転資金を確保することが 重要

と判断いたしました。 

現時点において新たに資金調達を行うことは、枯渇する手元資金にかかるキャッシュ・フローを改善できることを

はじめ滞留債務が解消されることに伴って、当社の信用力が改善されるとともに、財務状況の悪化に伴う債務超過

及び監査意見不表明の上場廃止基準抵触のリスクを低減できることから合理的であると認識しております。 

 

（2）当該資金調達の方法を選択した理由について 

当社がいわゆる MSCB を選択した理由としては、①このまま当社が、資金調達を行わなければ平成 22 年 9 月

25 日に手元資金が尽き、給与の支給もできなくなり、会社の存続が危ぶまれること、②新株式発行の場合、株式の

希薄化が一気に生じてしまうこと、③新株予約権発行の場合、行使が行われない又は予定どおり行使が進まないリ

スクがあること、④新株式及び新株予約権並びに社債を発行する場合、当社の直近の財務状況などからいずれも

引受先は見当たらず、①により引受先を選択できる時間的猶予も無いこと、など①から④の内容を勘案したうえで消

去法的に残された資金調達の唯一の方法が、MSCB であり、MSCB 以外の方法において引受先を探すのは極め

て困難と判断したため、MSCB を選択いたしました。 

選択するに至った詳細は以下のとおりであります。 

当社は、当社グループ全体で、平成 22 年 5 月までに売上高 607 百万円、営業利益△273 百万円という計画を

立案し、札幌支社の閉鎖に伴う地代家賃の削減、退職勧奨をはじめとする経営合理化の実施に伴う人員の削減な

どに加え外注及び顧問等の削減、並びに、その他経費の圧縮など、収益確保に向けた徹底したコスト削減を行って

まいりましたが、同年同月期の達成売上高は 553 百万円、営業利益△347 百万円という結果に終わり、こうした売上

計画達成の遅れに伴い、平成 22 年 8 月末の現預金残高は 5 百万円となり、すでに給与の一部未払いや社会保険

料等の未納も 22 百万円存在しています。 

このまま、資金調達を実施しなければ、平成 22 年 9 月 25 日には手元資金が尽き、給与も支給できないこととなり、

会社の存続が危ぶまれるため、財務状況の悪化による上場廃止基準抵触のリスクや未払い債務の滞留による信用

不安のリスクなどかかるリスクを回避し、これらのリスクを払拭するためには向こう 12 ヶ月の資金繰りの安定を図ること

が必要と考え、 低でも運転資金として 200 百万円程度の資金が必要と判断いたしました。 

なお、かかる資金調達の検討にあたり、当社は、直近の事業年度の第 3 四半期末日である平成 22 年 5 月 31 日

時点において単体ベースで 15 百万円、連結ベースで 72 百万円の外部借入金があり、当該借入規模は、当社の

資産規模から勘案してそれ程多くはないため、必要資金の一部を金融機関からの借入によって調達することも検討

いたしました。しかしながら、現在の当社の業績の状況や継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している状況

を鑑みると、公募はもちろん、まとまった資金を金融機関から借入れにより調達することも実質的に不可能であり、エ

クイティ・ファイナンスによる資金調達を主眼として検討せざるを得ないと判断いたしました。 

もっとも、当社が平成 20 年以降実施したエクイティ・ファイナンスでは、株式会社 CT 事業再生投資を割当先とす

る約 6 億円の新株式発行を平成 20 年 8 月 6 日に決議するも、当社株価の大幅下落に伴い株式会社ＣＴ事業再生

投資の意向により平成 20 年 8 月 20 日に失権のうえ、同日の再決議により発行価額の総額を約 5.6 億円に修正し

たものの、株式会社ＣＴ事業再生投資による資金調達手法の変更（同社株主であった有限会社ＳＴＡホールディン
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グスからの同社への出資という調達方法から株式会社エフワンインタラクティブコンテンツからの同社への貸付けに

変更）に伴い、平成 20 年 9 月 10 日の払い込みは約 1.7 億円のみがなされ約 3.9 億円の失権を生じさせました。 

失権相当分については、同日に再決議なされたものの、平成 20 年 9 月 30 日の払い込みでは、株式会社ＣＴ事

業再生投資による株式会社エフワンインタラクティブからの資金借入れが達成できず、結果、失権に終わりました。

（この結果、株式会社ＣＴ事業再生投資は株式会社エフワンインタラクティブに借入金を返済するため、株式会社プ

ラティアから借入れをおこない、返済期日に金銭による履行ができなかったため、当社株式による代物弁済の結果、

株式会社プラティアが当社の株主となりました。） 

平成 21 年 10 月 15 日に決議した Brillance Hedge Fund を割当先とする約 2.5 億円の新株予約権では、発行決

定はしたものの当社株価の低迷により権利行使が一部しかなされなかったこと及び当社からの行使停止請求により、

実際に予定していた規模の資金調達が達成できないという状況が生じ、新たな資金調達先としてカムトレード匿名

組合を割当先とする約 2.4 億円の資金調達が可能と当社が判断したため、当社の取得条項の権利を行使し、当社

の意思決定により残存する当該新株予約権の全部について、取得・消却し、当社の資金手当ての必要から、平成

21 年 12 月 9 日にカムレード匿名組合を割当先とする約 2.4 億円の新株発行を決議しました。 

カムレード匿名組合からは、平成 21 年 12 月 25 日に払い込みが全額なされたものの、その後、カムレード匿名

組合と株式会社プラティアにおいて金銭消費貸借契約が締結され、当社に事前報告されることなく、カムレード匿名

組合の引受株式が株式会社プラティアに金銭消費貸借契約の担保として供され、さらにカムレード匿名組合の債務

不履行により平成 22 年 8 月 2 日に株式会社プラティアに株式異動が発生する事態が生じました。 

今回、当社が存続するための当面の運転資金 200 百万円の資金調達を 重要事項として、当社普通株式の 1

株あたりの株式価値及び持分割合の希薄化や財務体質の改善に資することに配慮しつつ、社債に付された新株予

約権の行使に伴う株式の発行のバランスを考慮し、社債（新株予約権付社債）の発行という調達方法を選択いたし

ました。 

リーマンショック以降の経済停滞及び当社を取り巻く厳しい環境下において、当社に対しエクイティ・ファイナンス

を検討していただける資金提供者は決して多くはなく、現在当社が必要としている資金を特定の第三者を引受先と

する新株式発行で調達するとなると、当該第三者がかなりの持株比率を保有することとなり現在の経営体制に影響

があると考えました。 

また、割当先を複数の第三者に分散させるとなると、当社の意思決定も含め割当先の決定までに相当程度時間

がかかることとなり、迅速な資金調達が難しくなることから、過去の当社による第三者割当増資の引受実績や当社経

営の中立性及び独立性の確保という点を重視し、経営権の取得や支配株主が生じないファイナンシャル・インベス

ターを視野に入れ割当先を探すことといたしました。 

このような状況の中、平成 21 年 11 月に実施した新株予約権による第三者割当増資の際に、飛び込み営業にて

営業を受けた財務アドバイザリー会社である株式会社デュー・デリジェンス・サービス（東京都港区東新橋一丁目 10

番 1 号 代表取締役 古野啓介）より紹介を頂き、当社から、実在性や払込の確実性が極めて高く、平成 21 年 11 月

に実施した新株予約権による第三者割当増資の引受先の投資一任勘定委託先であった Brillance Capital 

Management Pte. Ltd に、今回の第三者割当増資の財務アドバイザリー会社であるワイズフィナンシャルテクノロジー

株式会社（横浜市神奈川区白幡西町 3 番 15-MF202 号 代表取締役 岩谷俊一郎）を通じて平成 22 年 6 月上旬頃

に当社から相談をおこなったところ、本社債のそれぞれの割当先の投資一任勘定委託先である Brillance Capital 

Management Pte. Ltd.に、当社の事業戦略及び資金需要の必要性、時期等を理解していただいたうえで、社債（新株

予約権付社債）の発行という方法でご提案いただきました。 

なお、ワイズフィナンシャルテクノロジー株式会社（注）は平成 21 年 11 月に実施した新株予約権による第三者割

当増資の時に、その引受先の投資一任勘定委託先であった Brillance Capital Management Pte. Ltd に対して、当社

が株式会社デュー・デリジェンス・サービス以外のアレンジャー紹介を依頼した際に、複数のアレンジャーのご紹介

を受けた先の 1 つであり、新株予約権ではなく社債による資金調達を主眼に、全く違うスキームによる商品をご提案

頂いたことに伴って、前回と違う財務アドバイザリー会社を選択することとなりました。 

（注）ワイズフィナンシャルテクノロジー株式会社についての詳細は、6.割当先の選定理由等（2）割当先を選定した

理由の財務アドバイザリー会社の選定についてをご参照下さい。なお、Brillance Capital Management Pte. Ltd より、

アレンジャーを通すことを求められております。 

当社は、提案された内容につき次の要素を重視いたしました。 
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＜メリットとなる要素＞ 

① 社債の発行は、株主割当又は公募増資などでの発行に比べて、迅速かつ確実な資金調達が可能であり、一

括して資金調達することにより財務体質が安定化すると共に業績向上の足がかりとなること 

② 本社債に付された新株予約権の行使による転換について当社株価の低迷などの要因によって、社債の転換

が行われない不安定要素が伴うものの、転換価額が毎週金曜日の終値株価の 90％に相当する金額に修正

され、一定程度の社債の転換が進む設計になっていること及び、社債に付された新株予約権の転換価額は、

下方のみではなく、上方にも修正される仕組みであることに加え、毎週金曜日の株価終値の 90%に相当す

る金額に修正されるため、将来当社の株価が現在の株価よりも下落した場合でも社債の転換が行われ、結

果として資本が増強されることが期待できること並びに社債に付された新株予約権の転換価額は、下限値と

上限値が設定されているため、社債の転換が行われた場合における既存株主への希薄化の影響に配慮し

た設計になっていること 

③ 社債の転換は、その転換の時期（期間）が分散されることから、短期間に大量の株式を発行する公募増資な

どと比べ、当社株式の需給関係への影響を一定程度軽減させることが期待できること 

④ 社債に付された新株予約権が行使された場合は、交付される株式数のうち 1 株未満は切捨てられるとともに、

当該行使にかかる新株予約権の発行代金と社債部分の全てが当社の資本金および資本準備金となるため、

1 株未満の端数に相当する社債部分の償還が生じないこと 

＜デメリットとなる要素＞ 

① 本社債に付された新株予約権の行使が進んだ場合、当該社債に付された新株予約権が当初転換価額にて

全て転換された場合においては 29,040 株の新株式が交付されるため（当該社債に付された新株予約権が

下限転換価額にて全て転換された場合においては 58,120 株の新株式が交付されるため）、既存株式の希

薄化が生じること 

② 本社債は満期償還まで 1 年程度と期間的に長くないため、本社債に付された新株予約権の行使が進まな

かった場合、本社債の満期償還が近づくことに伴って、かかる返済原資の問題が発生し、新たな資金調達な

どを検討しなければならなくなるため、その償還リスクが残ること 

 

以上の点を総合的に勘案し、本社債の発行が現時点において、当社にとって 良の選択肢であると判断しました。 

 

 （3）本社債の特徴 

本社債の特徴は、次のとおりとなります。 

ⅰ転換価額及び対象株式数の修正 

本社債は、行使価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債であり、次の要領で、転換価額及び対象株式

数が毎週金曜日に修正されます。 

①本社債の当初転換価額は、発行決議日の前日の終値の 105%となっております。  

②毎週金曜日を決定日として、決定日の終値（終値がない場合や決定日が取引日でない場合は、決定日の直

前の終値のある取引日）の 90%に転換価額が修正されます。 

③修正される転換価額の範囲に上限値と下限値を設定しており、上限転換価額は当初転換価額の 200%、下

限転換価額は当初転換価額の 50%であり、発行決議日の株価を基準とすると上限転換価額方向の幅の方

が広くなっております。 

④転換価額を 1 個当たりの払込金額である金 5,000,000 円で除した数（端数切り捨て）が転換により付与される

株式数となりますので、転換価額の修正に伴い、交付される株式数も修正されます。 

転換価額が時価を基準とした価額に定期的に修正されることから、転換価額が固定型の転換社債型新株予約

権付社債に比べて転換が行われやすくなります。 

ⅱ転換に際して出資される財産額の固定 

本社債は、上記ⅰのとおり、転換価額の修正、それに伴い転換により付与される株式数は修正されますが、本社

債 1 個当たりの払込金額は金 5,000,000 円と固定されており、転換総額 200 百万円は修正されません。 

ⅲ利息の支払条項 

本社債の利率は年 4.6%に設定されております。なお、次の要領で、利息の支払いを行います。 
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①本社債の割当日の翌日から本社債の満期償還日まで利息を付け、割当日から 6 ヶ月後の応答日を第 1 回の

利息支払期日として年額利息の半分を支払い、満期償還日を満期利息支払期日として年額利息の半分を支

払います。 

②第 1 回利息支払日前に本社債に付された新株予約権の行使の効力が発生した本社債については、利息は付

しません。 

③第 1 回利息支払日後に本社債に付された新株予約権の行使の効力が発生した本社債については、第 1 回利

息支払日後は利息を付しません。 

④第 1 回利息支払期日（当日含む）までに繰上償還または買入消却される本社債については、利息を付しませ

ん。 

⑤第 1 回利息支払期日後に繰上償還または買入消却される本社債については、第 1 回利息支払期日後は利息

を付しません。 

本社債の転換が進んだ場合、利息負担が抑えることができます。 

ⅳ手数料条項 

本社債の手数料は次の要領のとおり、設定されています。 

①第 1 回利息支払期日（当日含む）までに繰上償還または買入消却される本社債については、繰上償還日また

は買入消却日の繰上償還または買入消却される本社債の額面 100 円につき 3.0%を乗じた額を支払います。 

②第 1 回利息支払期日後に繰上償還または買入消却される本社債については、繰上償還日または買入消却日

の繰上償還または買入消却される本社債の額面 100 円につき 3.0%を乗じた額を支払います。 

本社債の転換が進んだ場合、手数料負担が抑えることができます。 

ⅴ繰上償還（当社のコールオプション） 

本社債には以下の取得条項が規定されており、次の要領で、当社の意思決定により、残存する本社債の繰上

償還が可能です（当社のコールオプション）。 

①当社は、本社債の割当日から 6 ヶ月後の応答日を繰上償還日として、その選択により償還の期限までに残存

する本社債の全部または一部を額面 100 円につき金 100 円にて繰上償還できます。なお、この場合、繰上

償還日の 2 週間前までに社債権者に事前通知し、応答日がない場合はその前日を、応答日が金融機関休業

日の場合はその前営業日を繰上償還日とします。 

②当社は、本社債の発行後、当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式

移転（以下、「組織再編行為」という。）につき、当社の当該組織再編行為承認機関による承認がなされることを

条件として、当該組織再編行為の効力発生日以前に設定される繰上償還日に残存する本社債の全部（一部は

不可）を額面 100 円につき金 100 円にて繰上償還できます。なお、この場合、繰上償還日の 1 ヶ月前までに

社債権者に事前通知します。 

発行価額相当額で取得が可能であることから、今後、更に有利な調達方法の検討や柔軟な資本政策の策定が

可能となります。なお、本社債権者のプットオプションはありません。 

ⅵ買入消却 

本社債には以下の買入消却条項が規定されており、次の要項で、当社と社債権者の合意により、買入消却が

可能です。 

①本社債の買入消却は、当社と社債権者の合意により、割当日の翌日以降、本社債の額面 100 円につき金

100 円にて、いつでもこれを行うことができます。 

ⅶ譲渡制限条項 

本社債には以下の譲渡制限条項が規定されており、次の要領となっております。 

①本社債の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとしております。 

②本社債の買受契約により、割当先は本社債を他の者に譲渡する場合には、割当先の本契約上の地位及び

これに基づく権利義務も共に当該譲受人に承継されるものとしております。 

  ⅷ先買権 

     当社は２社に割り当てた本社債の未償還残高がそれぞれ存在する限り、新たに普通株式または新株予約権

を発行しようとする場合には、当該割当先にまず提案する必要があります。 
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3．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（1）調達する資金の額（差引手取概算額） 

・本社債の発行に係る資金調達資金 200 百万円 

・発行諸費用概算 12 百万円 

差引手取概算額  188 百万円 

（注1） 発行諸費用の内訳は、当社から財務アドバイザリー会社であるワイズフィナンシャルテクノロジー株式

会社（横浜市神奈川区 代表取締役 岩谷俊一郎）へのファイナンシャル・フィー（成功報酬料率は、

4.0%）として 8 百万円（成功報酬の総額）、有価証券届出書等開示資料作成報酬として 2 百万円、価

値算定報酬として 1 百万円、調査費用として 95 万円、登記費用として 79 万円であります。 

 

（2）調達する資金の具体的な使途 

■本社債 

 具体的な使途 金 額 支出予定時期 

① 
財 務 基 盤 を 安 定 化 さ せ る た め の 

運転資金 

当社の受託開発における開発原価として

の既存従業員を対象とする人件費 
138 百万円 

平成 22 年 9 月～ 

平成 23 年 8 月 

販売管理費としての既存従業員を対象と

する人件費 
23 百万円 

平成 22 年 9 月～ 

平成 23 年 8 月 

支払未納分 

地代家賃 2.5 百万円 平成 22 年 9 月 

給与未払分 3 百万円 平成 22 年 9 月 

監査料未払分 1.5 百万円 平成 22 年 9 月 

保険料未払分 15 百万円 平成 22 年 9 月 

② 
短期借入金返済（借入先：堀口利美、借入金額：金 5 百万円、借入日：平成 22 年 8

月 27 日、返済期日：平成 22 年 9 月 30 日、借入利率：1.475%） 
5 百万円 平成 22 年 9 月 

 

 （注）上記、調達資金につきましては、銀行預金等においてリスクの低い適時適切な資金管理する予定です。 

 

 

4．資金使途の合理性に関する考え方 

今回の本社債の発行に伴う調達資金の使途については、システム開発を継続させるための人件費等に充当する

ことは企業継続に必要なことであり、また、滞留債務を解消し、当社の信用力を改善させるものであることから、資

金使途は合理的であると判断しております。 

    

5．発行条件等の合理性 

（1）発行条件が合理的であると判断した根拠 

本社債の当初転換価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日（平成 22 年 9 月 7 日）の当社普通株式の普通

取引の終値 6,550 円の 105％に設定されており、転換価額は 1 週間に 1 度、毎週金曜日の株価終値の 90%となりま

すが、転換価額の修正範囲は当初転換価額の 200%から 50%までであり、株価の下落時のみだけではなく、上昇時も

修正される条件となっております。なお、本社債のうち新株予約権の公正価値は、財務アドバイザリー会社からの紹介

による第三者機関（商号：東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社、住所：東京都千代田区永田町一丁目 11 番

28 号相互永田町ビルディング 2 階）に算定を依頼し、算定方式はモンテカルロ・シミュレーションであり、その算定過

程の妥当性を当社側が指定した公認会計士である本間周平氏が検証しています。なお、同氏は当社が平成 22 年 7

月 7 日付の取締役会で決議した当社の過去の決算における会計処理の修正を目的とする調査委員会の委員の 1 人

であり、同氏と当社の間においては決算における会計支援業務を委任しております。 

なお、第三者機関の算定に当たり、次の前提条件としております。①コールオプションに関する前提：毎週金曜日に

行使価額が当日終値の 90％に修正され、当該修正後の行使価額から翌週の株価が 13.22％上回った場合、発動す
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る。②希薄化に関する前提：行使するたびに希薄化により株価が下落する。これら前提条件は当社の想定と異なり、ま

た、新株予約権の価値を引き下げるものでありますが、次の判断をいたしました。 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、本新株

予約権の行使は本社債の現物出資によりなされ、かつ本社債が消却されると、これに伴い本新株予約権は消滅する

等、本社債と本新株予約権が相互密接に関連します。また、発行後に当社株価が変動しても、定期的に転換価額が

修正されるという本新株予約権付社債の特性、及び、第三者機関においてモンテカルロ・シミュレーションにて算定さ

れた本新株予約権の公正価値と本社債の利率、払込価額等その他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを

勘案して、本新株予約権と引換に金銭の払込みをしないこととしました。 

上記を踏まえて、当社取締役会にて検討した結果、金利減免効果など本社債に本新株予約権を付すことによって

得られることのできる経済的利益は本新株予約権の公正価値を上回っており、本新株予約権と引換に払込みを要しな

いことが合理的であるため、有利発行には該当しないものと判断しております。 

なお、当社社外監査役 3 名全員から、本社債の発行条件にかかる発行価額及び払込金額は割当先に特に有利で

ないとの意見を述べております。 

なお、平成 22 年 9 月 6 日付の「監査役の辞任に関するお知らせ」のとおり、社外監査役 3 名のうち、長野祐三監査

役、深堀恵三監査役は、継続監査役として、意見表明しております。 

 

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の第三者割当による本社債（当該社債に付された新株予約権が当初転換価額にて全て転換がなされた場合）

の規模は、当社の発行済株式総数 102,240 株の 28.40％となり、本社債による株式の希薄化が 28.40％発生いたしま

す。これにより、結果として当社普通株式の 1 株あたりの株式価値及び持分割合が希薄化することとなります。 

しかしながら、当社の現在の環境下において選択可能な資金調達方法は限定的であり、このまま資金調達がおこなわ

れなければ、平成 22 年 9 月 25 日には手元資金が尽きることとなり、経営改善計画の実現に支障をきたす恐れがあり

喫緊に資金を必要としている当社の資金需要を満たし、キャッシュ・フローを改善することが、当社の中長期的な発展

に必要不可欠なものであり、財務状況の悪化による上場廃止基準抵触のリスクや未払い債務の滞留による信用不安

のリスクなどかかるリスクを回避し、これらのリスクを払拭するためには向こう 12 ヶ月の資金繰りの安定を図るための運

転資金として 200 百万円程度の資金が必要と判断していることから、合理的な規模での発行であると考えております。 

今回の第三者割当による本社債に付された新株予約権の当初転換価額 6,878 円における潜在株式に係る議決権

個数 29,040 個については、平成 22 年 9 月 8 日現在の当社議決権個数 101,868 個の 28.50%、転換価額上限値の

13,756 円における潜在株式に係る議決権個数 14,520 個については、平成 22 年 9 月 8 日現在の当社議決権個数

101,868 個の 14.25%、転換価額下限値の 3,439 円における潜在株式に係る議決権個数 58,120 個については、平成

22 年 9 月 8 日現在の当社議決権個数 101,868 個の 57.05%に相当いたします。このような希薄化が生じますが、本社

債の発行は資金調達とキャッシュ・フローの改善を主眼としたものであります。また、本社債にかかる買受契約におい

ても、本社債に付された新株予約権者は歴月の 1 ヶ月間において割当日の発行済株式総数の 10%を超える転換を

行わないこと（当社が本社債とは別の MSCB 等で当該 MSCB 等に係る新株予約権等の行使請求期間が本社債と重

複するものを発行する場合には、暦月の 1 ヶ月間において本社債に付された新株予約権の行使により交付された当

社普通株式の数の合計を計算するにあたって、同じ暦月において当該 MSCB 等に係る新株予約権等の行使により

交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする）を盛り込んでおり、希薄化を限定する内容となっており

ます。 

このような考えのもと、平成 22 年 9 月 8 日開催の当社取締役会で、本社債の発行について十分に討議検討を行い、

出席取締役全員の賛成により決議されたものであります。 

なお、本社債に付された新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式について、適宜判断の上、

市場動向を勘案しながら適切に売却する方針であり、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であるとそ

れぞれの割当先の投資一任勘定委託先である Brillance Capital Management Pte. Ltd より伺っているため、本社債に

付された新株予約権の行使期間中においては、当社株価が行使価額を下回らない限りにおいて、当社株価が行使価

額を上回るので行使ができる環境が整うため、円滑にその行使が進んでゆくものと認識しおりますが、仮にその行使

が進まずに本社債の満期償還が近づき、かかる返済原資の問題が発生した場合においては、新たな資金調達などを

検討し、対処する予定です。 
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当社の平成 22 年 9 月 7 日から過去 1 ヶ月間の 1 日あたり平均出来高は 97.68 株、平成 22 年 9 月 7 日から過去

3 ヶ月間の 1 日あたり平均出来高は 184.16 株であります。 

本社債に付された新株予約権を当初転換価額で全て転換した場合、29,040 株の新株式が交付され、交付された新

株式を 1 年間（約 250 営業日）の 1 日あたり平均値として計算すると 1 日あたりで 116.16 株が交付されることとなりま

す（注）。 

本社債に付された新株予約権を下限転換価額で全て転換した場合、58,120 株の新株式が交付され、交付された新

株式を 1 年間（約 250 営業日）の 1 日平均値として計算すると 1 日あたりで 232.48 株が交付されることとなります（注）。 

当初転換価額及び下限転換価額のいずれにおける 1 日あたりの交付される新株式が、市場に与える影響につい

て、当社の直近 1 ヶ月間及び直近 3 ヶ月間の平均出来高数を上回るケースがあるものの、割当先から出来高を考慮

して、市場への影響の少ない売却を心がけるとの意向を伺っているとともに、今回の第三者割当増資により、当社の経

営基盤が安定し、株価に良い影響を与えることができれば、出来高も向上し流動性も高まり、行使の進捗に応じて株

式の売買ができる環境が整うため、結果的に本社債に付された新株予約権の行使が促進されやすくなるものと認識し

ております。 

一方において、割当先が当初の意向に反して市場に影響のある売却を行った場合や当社の経営基盤が安定せず

株価が下落しても当社株式の買い手が現われない場合においては、当社株価や円滑な権利行使に悪影響を与える

こととなります。また、本社債に付された新株予約権は行使促進の条項が付されていないため、当社の経営基盤が安

定し、かつ出来高が向上し流動性が高まった場合においても、その行使が促進されない可能性があります。 

（注）交付される 1 日あたり平均の株式数は理論上の計算数値であり、実際においては毎日交付されない可能性も

あります。 
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6．割当先の選定理由等 

（1）割当先の概要 

名 称 Brillance Hedge Fund 

所 在 地
Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close, P.O. Box 30592, Grand Cayman, KY1-1203, 
Cayman Islands 

設 立 根 拠 等 英国領ケイマン島に設立されたユニット・トラスト 

組 成 目 的
配当や値上がり益を目的とした有価証券への純投資であります。 
主なものとしては、日本を中心とした上場企業を対象とする有価証券投資です。 

出 資 の 総 額 1,000,000,000 円 

組 成 日 平成 21 年 3 月 1 日 

出 資 者 ・ 出 資 比 率
・ 出 資 者 の 概 要

投資一任勘定委託先である Brillance Capital Management Pte. Ltd.の代表取締役 山田高広
氏をはじめとする日本人を含む富裕層から出資されています。なお、投資一任勘定委託先で
ある Brillance Capital Management Pte. Ltd.の代表取締役 山田高広氏(15％)以外に 10%以
上の出資者はおりません。出資者の総数は 15 名です。 

投 資 一 任 勘 定 委 託 先
Brillance Capital Management Pte. Ltd. 
（8 CROSS STREET, #11-00 PWC BUILDING SINGAPORE 048424） 

投資一任勘定委託先の概要

名 称 Brillance Capital Management Pte.Ltd. 

所 在 地
8 CROSS STREET, #11-00 PWC BUILDING 
SINGAPORE 048424 

代表者の役職・
氏 名

代表取締役 山田高広 

事 業 内 容 投資業 

資 本 金 21,500,000 円（平成 22 年 8 月末現在） 

国 内 代 理 人 の 概 要

名 称 アルテミス・コンサルティング・アンド・インベストメント株式会社 

所 在 地 東京都文京区小石川一丁目 17 番 1-B1801 号 

代表者の役職・
氏 名

代表取締役 山村 清 

事 業 内 容 経営コンサルタント業 

資 本 金 10,000,000 円 

上 場 会 社 と
フ ァ ン ド と の 間 の 関 係

上場会社と 
当該ファンドとの
間の関係 

当社は平成 21 年 11 月 2 日付にて、割当予定先を割当先として、第 4
回新株予約権の発行を実施し、当該新株予約権の行使により 20 百万円
を資金調達しましたが、未行使分については平成 21 年 12 月 25 日付を
もって未行使の当該新株予約権の全部を取得し、消却しております。な
お、割当予定先はかかる行使において取得した当社株式を処分してお
り、当社株式を保有しておりません。 
当社と当該ファンドとの間には、上記以外に記載すべき資本関係・人的
関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係
会社と当該ファンド並びに当該ファンドの関係者及び関係会社との間に
は、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

上場会社と 
投資一任勘定委
託先との間の関
係 

当社は平成 21 年 11 月 2 日付にて、割当予定先を割当先として、第 4
回新株予約権の発行を実施し、当該新株予約権の行使により 20 百万円
を資金調達しましたが、未行使分については平成 21 年 12 月 25 日付を
もって未行使の当該新株予約権の全部を取得し、消却しております。な
お、割当予定先はかかる行使において取得した当社株式を処分してお
り、当社株式を保有しておりません。 
当社と当該ファンドの投資一任勘定委託先との間には、上記以外に記載
すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに
当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの投資一任勘定委託先並び
に当該ファンドの投資一任勘定委託先の関係者及び関係会社との間に
は、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

上場会社と 
国内代理人との
間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取
引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当
該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者及び関係会社との間に
は、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

※なお、割当先、当該割当先の主な出資者、当該割当先の投資一任勘定委託先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団とは

一切関係が無いことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。 
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名 称 Brillance Multi Strategy Fund 

所 在 地
Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close, P.O. Box 30592, Grand Cayman, KY1-1203, 
Cayman Islands 

設 立 根 拠 等 英国領ケイマン島に設立されたユニット・トラスト 

組 成 目 的
配当や値上がり益を目的とした有価証券への純投資であります。 
主なものとしては、日本を中心とした上場企業を対象とする有価証券投資です。 

出 資 の 総 額 700,000,000 円 

組 成 日 平成 22 年 5 月 1 日 

出 資 者 ・ 出 資 比 率
・ 出 資 者 の 概 要

日本人を含む富裕層から出資されています。なお、10%以上の出資者はおりません。 
出資者の総数は 17 名です。 

投 資 一 任 勘 定 委 託 先
Brillance Capital Management Pte. Ltd. 
（8 CROSS STREET, #11-00 PWC BUILDING SINGAPORE 048424） 

投資一任勘定委託先の概要

名 称 Brillance Capital Management Pte.Ltd. 

所 在 地
8 CROSS STREET, #11-00 PWC BUILDING 
SINGAPORE 048424 

代表者の役職・
氏 名

代表取締役 山田高広 

事 業 内 容 投資業 

資 本 金 21,500,000 円（平成 22 年 8 月末現在） 

国 内 代 理 人 の 概 要

名 称 アルテミス・コンサルティング・アンド・インベストメント株式会社 

所 在 地 東京都文京区小石川一丁目 17 番 1-B1801 号 

代表者の役職・
氏 名

代表取締役 山村 清 

事 業 内 容 経営コンサルタント業 

資 本 金 10,000,000 円 

上 場 会 社 と
フ ァ ン ド と の 間 の 関 係

上場会社と 
当該ファンドとの
間の関係 

当社と当該ファンドとの間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関
係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該
ファンド並びに当該ファンドの関係者及び関係会社との間には、特筆す
べき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

上場会社と 
投資一任勘定委
託先との間の関
係 

当社は平成 21 年 11 月 2 日付にて、割当予定先を割当先として、第 4
回新株予約権の発行を実施し、当該新株予約権の行使により 20 百万円
を資金調達しましたが、未行使分については平成 21 年 12 月 25 日付を
もって未行使の当該新株予約権の全部を取得し、消却しております。な
お、割当予定先はかかる行使において取得した当社株式を処分してお
り、当社株式を保有しておりません。 
当社と当該ファンドの投資一任勘定委託先との間には、上記以外に記載
すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに
当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの投資一任勘定委託先並び
に当該ファンドの投資一任勘定委託先の関係者及び関係会社との間に
は、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

上場会社と 
国内代理人との
間の関係 

当社と当該国内代理人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取
引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当
該国内代理人並びに当該国内代理人の関係者及び関係会社との間に
は、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 

※なお、割当先、当該割当先の主な出資者、当該割当先の投資一任勘定委託先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団とは

一切関係が無いことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。 

※割当先の投資実績は、本日現在までありません。 
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（2）割当先を選定した理由 

当社は平成 20 年のエクイティ・ファイナンスで発生した新株式発行の中止や失権という事態は絶対に避けるべく、

信頼できる割当先の選定を進めてまいりました。別途、資金調達検討の経緯に記載してございますが、当社は、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在しており、資金調達をおこなわなければ、平成 22 年 9 月 25 日には手元資金

が尽きることとなり以下の経営改善計画の実現に支障をきたす恐れがあり、喫緊に資金を必要としている当社の資金

需要を満たすこと及びキャッシュ・フローの改善が 重要と考え、①資金の調達が機動的に行われること、②将来的に

当社が必要とする資金の調達が見込めること、③支配株主が生じないこと、④当社サイドで経営権を維持できることな

ど、当社の事業戦略及び資金需要の必要性、時期並びに経営方針、将来的な目標を理解していただいたうえで、当

社の手元資金が枯渇している状態であり、資金調達が急務となっていることを踏まえ、複数の投資家の中から割当先

を模索してまいりました。 

平成 21 年 12 月 9 日付の「株主の異動に関する一連の経緯について」3.今後の改善策等について（1）②割当先の選定基準の明

確化の記載における今後の改善策の割当先の選定基準に準拠する割当先を模索することを前提として、平成 22 年 6 月 18 日には、

当社執行役員 CFO 兼経営管理統括本部長の長倉統己氏の知り合いから香港の証券会社を引受先とする私募債及び新株予約権

による資金調達を提案され、当社としては同社は A～I 全ての選定基準に準拠しているとの認識のもと、香港で引受の要請交渉を

おこなうも、理由は開示されませんでしたが、契約締結にはいたりませんでした。 

また、平成 22 年 6 月から同年 7 月にかけて、A～I 全ての選定基準に準拠していると認識できる当社の取引先の複数企業に当

社の事業戦略をふまえた資本提携等の打診をおこなうも、いずれも合意には至りませんでした。 

 

＜経営改善計画（引き続き目標としている計画）＞ 

・人件費削減などを含めた、より一層の経費削減と営業強化により、黒字体質への転換を図る 

・当社が保有する上場投資有価証券及び非上場投資有価証券の売却など、合計約 200 百万円の資

金を確保し、キャッシュ・フローの改善を図る 

・事業構造の転換の一環として、受託開発以外の収益の柱として、ソフトウェアプロダクトの ASP（アプリ

ケーションソフトウェアをインターネットを通じてユーザに提供するサービス） 化 OEM（他社ブランドで

のサービス）提供等、サービス事業の強化に取り組むとともに、注力事業の選択と集中により、コスト削

減し黒字体質への転換を目指す 

 

上記に加え、平成 21 年 12 月 9 日付の「株主の異動に関する一連の経緯について」P11 の 3.今後の改善策等につ

いて（1）②割当先の選定基準の明確化の記載における今後の改善策の割当先の選定基準に準拠する割当先の選定

を進めましたが、以下の全ての選定基準を満たす割当先は見当たらず、当社の財務状況も極めて逼迫している状況

にあり、当社の事情により残念ながら割当先を選択できるほどの時間的猶予、資金的猶予がない中で、候補として挙

がってきたのが今回の各割当先であり、これらの割当先を当該選定基準と照らし合わせたところ、A、B、C、E、G、Ｈの

基準は満たしており、D、F、I の基準を満たしていないものの、当社の過去における株主異動に関する経緯など当該

基準にかかる当社における重要性について各割当先に案内し、協議を重ねながら当社として満たされていない D、F、

I の基準を満たす努力をしましたが、払込資金を明確にするための銀行口座の残高証明や各割当先の投資一任勘定

委任先に当該基準を理解して頂くまでに留まりました。いずれにせよ、このまま資金調達を実施しなければ平成 22 年

9 月 25 日に手元資金が尽き、会社の存続が危ぶまれることから、資金調達することを 優先に考え、それぞれ割当先

として選定することとしました。 
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 基準の内容 基準を満たすべく行った経緯と結果 
D 払込資金が明確であり、その

調達方法及び出資元につい

ても明確に提示いただけるこ

と 

投資一任勘定委託先は、出資者情報の開示権限を有しな

いため、各ファンド出資者の払込資金の調達方法、出資元

について明確に提示いただけず、払込資金を明確にする

ための各割当先の銀行口座の残高明細の取得に留まりま

した。 
F 実行可能な事業シナジーが

あるか、あるいは純投資とし

て原則 2 年以上の中長期保

有を表明いただけること 

原則 2 年以上の中長期保有を表明いただけるよう、交渉を

行いました。しかしながら、各割当先は、1 年というファンド

決算期における運用益を重視することを理由に確約をいた

だけませんでした。 
I 割当先が法人、ファンドある

いは組合等の場合、出資者

全員が以上の基準を理解し、

すべての基準を満たしている

こと 

割当先である各ファンドの出資者全員が当該基準を満たす

旨の確認書類を作成いただけるよう交渉いたしましたが、投

資一任勘定委託先は、出資者情報の開示権限を有しない

ため、書類の取得には至りませんでした。 

 

＜割当先の選定基準＞ 

A．当社の状況や経営スタンスを明確に理解いただき、それに見合った投資ポリシーを持っていただけるこ

と。 

B．高い遵法意識を持ち証券市場における上場企業の役割を理解いただけること。 

C．法定開示事項及び東京証券取引所規則を充分に理解いただけること。 

D．払込資金が明確であり、その調達方法及び出資元についても明確に提示いただけること。 

E．当社との緊密な連絡体制を構築いただけること。 

F．実行可能な事業シナジーがあるか、あるいは純投資として原則 2 年以上の中長期保有を表明いただけ

ること。 

G．暴力団等反社会勢力と関係している事実がないこと。 

H．割当先が譲渡を行う場合、必ず事前に開示するとともに、譲渡先が以上の基準を理解し、すべての条件

を満たしていること。 

I．割当先が法人、ファンドあるいは組合等の場合、出資者全員が以上の基準を理解し、すべての基準を満

たしていること。 

 

割当先はいずれも Brillance Capital Master Fund というマスタートラスト（注）の傘下にあるサブトラストであり、

Brillance Hedge Fund における過去の投資実績による運用が順調に推移していることから新たな投資家を募る目的で

Brillance Multi Strategy Fund を組成しており、機動的に純投資を行うことを主眼としています。割当先を 2 つのファンド

に分けた理由は、ファンド側のリスクヘッジのための要請や指定であり、分散投資によるリスク軽減を尊重したものであ

ります。なお、各ファンドはそれぞれ独立したファンドとして個別に出資者を募り、資金運用を行っております。 

 

（注）ケイマン諸島の現行法においては、マスタートラストが登記を行うことで、サブトラストの登記をしないことが認め

られています。従来の Brillance Hedge Fund がマスタートラスト制に移行するに際し、Brillance Hedge Fund が商号を変

更して Brillance Capital Master Fund となりましたが、マスタートラストとしての登記を維持するための商号変更であり、

現 Brillance Hedge Fund はサブトラストとなったものの、当該ファンドの実態（出資者や運用内容）は従来から継続して

いるものであります。なお、マスタートラストとサブトラストは資本関係はなく、各サブトラストであるファンドが個別に出資

者を募り、ファンドごとの資金運用が行われます。 

 

また、いずれの割当先もファンドの資金および既存出資者の管理などのアドミニストレーションサービスを ATC Fund 

Services (Hong Kong) Limited に委託しており、本新株予約権付社債の発行代金の送金事務も ATC Fund Services 

(Hong Kong) Limited が行う予定となっております。ATC Fund Services (Hong Kong) Limited は、いずれのファンドの
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新規出資希望者の審査（反社会的勢力との関係有無調査を含む）も行っており、審査の結果問題のない新規出資希

望者との 終面談を投資一任勘定委託先である Brillance Capital Management Pte.Ltd.の代表取締役 山田高広氏が

行った上で、出資者を決定しております（注）。 

今回の各割当先は当該選定基準の D、F、I の基準を満たしておりませんが、今後、第三者割当を実施する場合に

おいては、当該選定基準を満たす割当先を選定してまいります。 

 

（注）ATC Fund Services (Hong Kong) Limited における審査結果について、審査内容に適合した者を対象に投資一

任勘定委託先である Brillance Capital Management Pte.Ltd.の代表取締役 山田高広氏が 終面談を実施しており、

山田氏が承認した者のみが出資者となっております。なお、ATC の審査内容については、いわゆる金融機関におけ

る審査であるため、審査内容を当社は把握しておりませんが、Brillance Capital Management Pte.Ltd.のこれまでの実績

をもとに、第三者の ATC の審査は適切であると当社は判断しております。 

 

当社が割当先を選定するにあたって当社が重視した要素は以下のとおりです。 

 

   ＜割当先を選定するにあたって当社が重視した要素＞ 

① 割当先である Brillance Hedge Fund は平成 21 年 11 月に実施した第三者割当増資の引受先であることから、

実在性や払込の確実性が極めて高いことと共に、もう 1 つの割当先である Brillance Multi Strategy Fund は

投資実績は無いものの、当該割当先の投資一任勘定委託先が Brillance Hedge Fund と同じ先となっており、

その実在性や払込の確実性において Brillance Hedge Fund と同等レベルと考えることができること 

② 割当先である Brillance Hedge Fund 、Brillance Multi Strategy Fund はいずれもファイナンシャル・インベス  

ターであり、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がなく、経営の独立性を維持したまま資金調

達が可能であること 

③ 割当先の 1 つである Brillance Hedge Fund は当社以外においても日本の上場企業の新株予約権の引受の

実績があり、社債の引受け実績は無いものの、払込を確実に行っている先であり、割当先としての信頼感が

高いこと 

 

Brillance Hedge Fund（ブリランス・ヘッジ・ファンド） 

本ファンドは平成 21 年 3 月組成されており、経営権の獲得や支配株主となることを目的としたファンドではありませ

ん。本ファンドは山田高広氏の自己資金及び日本人を含む富裕層からの出資により構成されております。また、投資

市場は日本を中心とした上場企業としており、日本においても上場企業の新株予約権の引受で実績があります。なお、

Brillance Capital Management Pte.Ltd.が本ファンドの投資一任勘定委託先として運用を行っているファンドであり、

Brillance Capital Management Pte.Ltd.は、本拠地はシンガポールにありますが、邦人が経営する投資顧問会社であり

ます。 

本ファンドは当社も含め日本の上場企業の新株予約権の引受の実績があり、払込も確実に行っている先であるため、

割当先としての信頼感が高いことから協議・交渉を行うこととしました。 

また、エクイティ・ファイナンスにかかる条件も、本社債は、転換価額修正条項付で、いわゆる株主割当又は公募増

資などと比べて迅速かつ確実な資金調達方法となっており、繰上償還条項、買入消却条項などが付されており、当社

及び当社の既存株主様にとって現時点で取り得る 良の方法であると判断しました。 

なお、本ファンドから当社の経営方針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がないことの内

諾を頂いており、当社は、Brillance Hedge Fund より、反社会的勢力との取引関係、資金あるいは人的関係を含め、一

切のかかわりがないとの確認を得ております。 

本ファンドにおける第三者調査機関（商号：株式会社 JP リサーチ&コンサルティング、住所：東京都港区浜松町一

丁目 30 番 5 号）を使った関係会社等についての調査結果からも本ファンドが反社会勢力とのつながりがあるとの事実

は認められませんでした。 

 

Brillance Multi Strategy Fund（ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド） 

本ファンドは平成 22 年 5 月に組成されており、経営権の獲得や支配株主となることを目的としたファンドではありま
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せん。本ファンドは日本人を含む富裕層からの出資により構成されております。また、投資市場は日本を中心とした上

場企業としており、日本における実績はまだありませんが、Brillance Hedge Fund と同様 Brillance Capital Management 

Pte.Ltd.が本ファンドの投資一任勘定委託先として運用を行っているファンドであり、Brillance Hedge Fund の過去の投

資実績などから本ファンドは信頼性及び実在性がありと認識しております。なお、Brillance Capital Management Pte.Ltd.

は、本拠地はシンガポールにありますが、邦人が経営する投資顧問会社であります。 

これらのことから割当先としての信頼感が高いことから協議・交渉を行うこととしました。 

また、エクイティ・ファイナンスにかかる条件も、本社債は、転換価額修正条項付で、いわゆる株主割当又は公募増

資などと比べて迅速かつ確実な資金調達方法となっており、繰上償還条項、買入消却条項などが付されており、当社

及び当社の既存株主様にとって現時点で取り得る 良の方法であると判断しました。 

なお、本ファンドから当社の経営方針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がないことの内

諾を頂いており、当社は、Brillance Multi Strategy Fund より、反社会的勢力との取引関係、資金あるいは人的関係を含

め、一切のかかわりがないとの確認を得ております。 

本ファンドにおける第三者調査機関（商号：株式会社 JP リサーチ&コンサルティング、住所：東京都港区浜松町一

丁目 30 番 5 号）を使った関係会社等についての調査結果からも本ファンドが反社会勢力とのつながりがあるとの事実

は認められませんでした。 

 

財務アドバイザリー会社の選定について 

財務アドバイザリー会社の選定については、複数の選択肢の中から、当社にて事業内容や信用に関する調査等を

行い、また、アドバイザリーサービスの内容とかかる費用について検討いたしました。 

その結果、当社にとって 適であると判断したワイズフィナンシャルテクノロジー株式会社（横浜市神奈川区白幡西

町 3 番 15-MF202 号、代表取締役 岩谷俊一郎）と平成 22 年 7 月 9 日付で財務アドバイザリー契約締結を以下のア

ドバイザリー業務の内容（要旨のみ）で行っております。同財務アドバイザリー会社からの説明及び提供資料に基づき

確認したところ、同財務アドバイザリー会社又は同財務アドバイザリー会社社役員と各割当先との間に人的又は資本

上の関係はございませんでした。 

また、同財務アドバイザリー会社は、平成 21 年 11 月に実施した新株予約権による第三者割当増資の際に、その引

受先の投資一任勘定委託先であった Brillance Capital Management Pte. Ltd より複数のアレンジャーのご紹介を受け

た先の 1 つであり、これを契機に当社と同財務アドバイザリー会社、同財務アドバイザリー会社の代表取締役の岩谷

俊一郎氏と当社執行役員 CFO 兼経営管理統括本部長の長倉統己氏のビジネス上の交流を開始しております。 

なお、Brillance Hedge Fund は平成 21 年 11 月に実施した新株予約権による第三者割当増資の際に、飛び込み営

業にて営業を受けた財務アドバイザリー会社である株式会社デュー・デリジェンス・サービス（東京都港区東新橋一丁

目 10 番 1 号 代表取締役 古野啓介）より紹介を頂いておりますが、新株予約権ではなく社債による資金調達を主眼

に、全く違うスキームによる商品のご提案を頂いた会社が今回の財務アドバイザリー会社であるワイズフィナンシャル

テクノロジー株式会社であり、当社としては財務アドバイザリー会社を活用することにより、円滑に資金調達が進むもの

と判断し、財務アドバイザリー契約を締結しております。 

 

＜財務アドバイザリー契約のアドバイザリー業務の内容の要旨＞ 

・第三者割当増資における割当先の紹介 

・第三者割当増資を成立させるための助言業務 

・第三者割当増資におけるスキームの策定に関する助言 

・第三者割当増資の日程の作成支援業務 

・第三者割当増資の相手先との交渉窓口 

 

 

（3）割当先の保有方針及び転換（行使）制限 

割当先である Brillance Hedge Fund 及び Brillance Multi Strategy Fund とは、保有方針に関して特段の取決めをして

おりませんが、経営権の獲得や支配株主となることを目的とせず純投資を目的としており、本社債に付された新株予

約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、適宜判断の上、市場動向を勘案しながら適切
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に売却する方針であることに加え、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針と伺っております。従って、本

社債に付された新株予約権の行使期間中においては、当社株価が行使価額を下回らない限りにおいて、平均出来高

と比較してそれを上回る量の株式売却がなされる可能性がありますが、行使が進めば発行済株式総数が増加するとと

もに流動性も高まることから、行使の進捗に応じて株式の売買ができる環境が整うため、円滑にその行使が進んでゆく

ものと認識しております。なお、本新株予約権付社債の譲渡の際には事前に当社取締役会の承認が必要である旨定

めております。また、当社と各割当先は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第 1 項、同施行規則

第 436 条第 1 項から第 5 項までの定めに基づき、本社債に付された新株予約権の行使を制限するよう措置を講じる

予定であります。 

 

（4）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、各割当先の払込みに要する財産の存在につきまして、本新株予約権付社債にかかる資金確保に関し、支

障がない旨の確認書を受領しているとともに、各割当先より、それぞれの銀行口座の残高明細書を受領しているため、

当社として払い込みに支障はないと判断しております。 

 

（5）株券貸借に関する契約 

割当先である Brillance Hedge Fund 及び Brillance Multi Strategy Fund とは、当社の特別利害関係者（企業内容等

の開示に関する内閣府令第 1 条第 1 項第 31 号イに定義される）と Briｌlance Hedge Fund 及び Brillance Multi 

Strategy Fund とのいずれの間で、本社債にかかる買受契約の締結に起因又は関連してなされる空売りを目的として、

借株を行わない旨を当該買受契約書において約する予定であります。 

従って、当社の特別利害関係者（企業内容等の開示に関する内閣府令第 1 条第 1 項第 31 号イに定義される）以

外との間において借株を行う可能性はありますが、この借株は、本新株予約権の権利行使の結果取得することとなる

株式の数量の範囲を超えて行われることはありません。 
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7．募集後の大株主及び持株比率 

割当前（平成 22 年 2 月 28 日現在） 

株主名 持株数（株） 持株比率（％） 

株式会社プラティア 43,874 42.91

加来 徹也 9,896 9.67

山内 和男 1,150 1.12

藤井 十郎 1,000 0.97

株式会社バンダイナムコホールディングス 900 0.88

戸賀崎 秀彰 711 0.69

笹岡 俊二 700 0.68

須藤 邦宏 644 0.62

株式会社デジタルガレージ 486 0.47 

（注）1 募集前の内容につきましては、平成 22 年 2 月 28 日時点の株主名簿に記載された数値を基

準とし、平成 22 年 8 月 3 日付で、関東財務局長に提出された当社株式にかかる「変更報告

書(大量保有)」が、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開

示システム（EDINET）」に掲載されたたことに伴う平成 22 年 8 月 3 日付で当社が開示した「主

要株主である筆頭株主の異動及びその他関係会社の異動に関するお知らせ」の内容を加味

して記載しております。 

        2 今回の募集は、いずれも長期保有を約していないため、今回の募集に係る潜在株式数を反映し

た「割当後の大株主名、持株数及び持株比率」を表示しておりません。         

 

8．今後の見通し 

本社債の発行による平成 23 年 8 月期の業績見通しについて、平成 22 年 8 月期の決算短信において開示する予

定です。 

 

（企業行動規範上の手続き） 

○ 企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当の本社債に付された新株予約権の全てが転換価額下限値で権利行使された場合の当社普通株式

の発行規模は、5．発行条件等の合理性 （2）に記載のとおり、議決権個数101,868個に対する希薄化率が57.05％で

あり、25%以上の希薄化が生じるため、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める経営者から一定

程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手を要することから、経営陣から一定程度独

立した者として当社社外監査役3名（注）及び当社社外監査役 大松澤清隆氏、泉総合法律事務所の弁護士 泉義孝

氏、本間公認会計士事務所の公認会計士 本間周平氏の3名によって構成された第三者委員会（以下、「第三者委員

会」という。）からの客観的な意見を求めました。 

 

（注）当社監査役である長野祐三氏および深堀恵三氏は平成22年8月31日付で当社に対し辞任届を提出しておりま

す。長野氏および深堀氏を含めた当社の監査役総数は3名であり、補欠監査役の選任も行っていないことから、会社

法第335条第2項の定めによる3名以上という員数が欠けることとなり、会社法第346条第1項の定めにより、新たに監査

役が選任され就任するまでは、長野氏および深堀氏は現監査役としての権利義務を有します。なお、当社は近日中

に、東京地方裁判所に会社法第346条第2項の定めによる一時監査人2名の選任を申し立てる予定であります。 

 

第三者委員会は、本社債の発行の必要性及び相当性についての客観的意見を表明することをその役割として設置

をしており、当社から独立しつつも社内の財務状況及び事業内容などの状況に精通した人物から構成されております。 

なお、第三者委員である泉義孝氏、本間周平氏のそれぞれの独立性の程度について、いずれも当社が平成22年7

月7日付の取締役会で決議した当社の過去の決算における会計処理の修正を目的とする調査委員会の委員ではあり

ますが、過去に当社又は当社子会社の取締役、会計参与、もしくは執行役または支配人その他の使用人となったこと
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がないため、一定の独立性があるものと認識しております。 

当該社外監査役は、長野祐三氏及び深堀恵三氏並びに大松澤清隆氏であり、当該社外監査役は、第三者割当増

資による資金調達について、当社が掲げる「経営改善計画」を実現させるために必要不可欠なものであり、本社債に

付された新株予約権が一度に行使され普通株式が発行される場合には株式の希薄化が一気に生じてしまうこと、当

社の現在の時価総額と必要資金を鑑みると第三者割当増資では支配株主が生じて経営の独立性の維持が出来ない

恐れがあり、複数の引受人を探すとしても時間的な余裕がないこと、金融機関借入や社債発行による資金調達は、当

社の業績を鑑みると物理的に不可能であること、公正性を期すために取得した外部専門家からの価値算定書を考慮

した上で本新株予約権と引換に払込みを行わないことを決定していることなど、本件第三者割当にかかる希薄化率、

発行価額、割当先の選定、資金使途（発行価額や行使価額の相当性を含め）などの必要性及び他の資金調達との比

較における相当性の観点から妥当であるとの意見を平成 22 年 9 月 8 日に表明しております。 

なお、当社との利害関係がなく独立した立場である第三者委員会から平成 22 年 9 月 8 日に表明された調査報告

書において、このたびの本社債の発行に伴って、既存株式の希薄化が生じるものの、当社は割当先の保有方針に関

して当社が掲げる割当先の選定基準に則して、純投資として長期保有の基準を満たすよう打診を行ったものの、当該

選定基準においては A、B、C、E、G の基準しか満たせず、D、F、I の基準は満たことができず保有方針の取り決めが

できなかったものの経営権の獲得や支配株主となる意思がないことから経営の独立性が維持できること、本社債に付

された新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式について、市場動向を勘案しながら売却する方

針であること、並びに当社の今回の資金調達額の必要性及び第三者割当での MSCB 発行の相当性について、当社

にとって必要且つ相当である旨が記載されており、第三者委員会からの調査報告書の以下の意見を尊重した上で、

当社社外監査役 3 名全員からの適正意見も勘案し、適正であると判断し、当社は本件第三者割当を決議することとい

たしました。なお、平成 22 年 9 月 6 日付け「監査役の辞任に関するお知らせ」のとおり、社外監査役 3 名のうち、長野

祐三監査役、深堀恵三監査役は、継続監査役として、意見表明しております。 

 

 

＜当社が尊重した第三者委員会からの調査報告書の意見＞ 

① 財務状況の悪化による上場廃止基準抵触の恐れがあること 

② 当社グループの各事業の財務体質の強化、事業運営の改善の必要性が認められること 

③ 他の資金調達手段による資金調達が厳しい状況であり、本社債の発行による資金調達の必要性が高

いと認められること 

④ 早急に資金調達を行わなければ手元資金が尽きることとなり、残された時間的猶予は極わずかしかなく、

限られた資金調達手段の中で、理にかなった調達手段であること 

⑤ ⅰ事業継続していく上での資金使途の合理性、ⅱ割当先の合理性（投資実績、保有方針、経営の独立

性の維持、反社会的勢力とのかかわりの有無、払込の確実性）、ⅲ発行価額及び本社債に付された新

株予約権の行使価額の合理性、ⅳ発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠、

以上ⅰからⅳの内容から発行の相当性があること 

 

 

9． 近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（1） 近 3 年間の業績（連結） 

 平成 19 年 8 月期 平成 20 年 8 月期 平成 21 年 8 月期 

連 結 売 上 高 2,600,710 千円 2,695,975 千円 1,571,070 千円

連 結 営 業 利 益 △997,509 千円 △993,408 千円 △738,488 千円

連 結 経 常 利 益 △1,002,318 千円 △989,688 千円 △775,308 千円

連 結 当 期 純 利 益 △1,778,760 千円 △1,318,585 千円 △1,294,068 千円

１ 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益 △39,575.50 円 △29,273.27 円 △21,391.34 円

１ 株 当 た り 配 当 金 － － －

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 63,500.74 円 35,707.72 円 7,952.67 円
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（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 22 年 9 月 8 日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 102,240 株 100％ 

現時点の転換価額（行使価額）にお

け る 潜 在 株 式 数 
1,336 株 1.30％ 

下限値の転換価額（行使価額）にお

け る 潜 在 株 式 数 
－    － 

上限値の転換価額（行使価額）にお

け る 潜 在 株 式 数 
－    － 

 

（3） 近の株価の状況 

① 近 3 年間の状況 

 平成 19 年 8 月期 平成 20 年 8 月期 平成 21 年 8 月期 

始  値 270,000 円 61,600 円 11,810 円

高  値 296,000 円 92,000 円 55,000 円

安  値 59,100 円 11,000 円 10,760 円

終  値 61,500 円 11,610 円 17,700 円

 

② 近 6 か月間の状況 

 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 

始  値 8,300 円 9,000 円 11,500 円 9,870 円 8,680 円 8,090 円

高  値 10,880 円 17,490 円 12,700 円 9,990 円 8,900 円 8,400 円

安  値 8,000 円 8,540 円 8,000 円 7,750 円 5,900 円 6,170 円

終  値 8,970 円 12,400 円 9,720 円 8,950 円 8,390 円 6,620 円

 

③発行決議日前日における株価 

 

 

（4） 近 3 年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 21 年 12 月 25 日 

調 達 資 金 の 額 223,296,934 円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 6,354 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
64,469 株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
37,771 株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
102,240 株 

割 当 先 カムトレード匿名組合（営業者 冨高英雄） 

 平成 22 年 9 月７日 

始  値 6,850 円

高  値 6,850 円

安  値 6,550 円

終  値 6,550 円
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発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

・当社及び当社グループの財務基盤を安定させるための運転資金 

・システムソリューション事業部門における大口顧客に対する既存受託事業の横展開並

びに非接触 IC ソリューション分野の強化のための営業費用並びに人材獲得費用 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 21 年 12 月から平成 22 年 8 月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
当初の資金使途のとおり充当済 

 

・第 4 回新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権） 

発 行 期 日 平成 21 年 11 月 2 日 

発 行 新 株 予 約 権 数 50 個 

発 行 価 額 総額 1,234,300 円（新株予約権 1 個当たり 24,686 円） 

当 該 発 行 に よ る

潜 在 株 式 数

現在の行使価額（6,174 円）における潜在株式数：38,062 株 

行使価額上限値（24,004 円）における潜在株式数：10,400 株 

行使価額下限値（6,001 円）における潜在株式数：41,650 株 

資金調達の額（新株予約

権の行使に際して出資さ

れ る 財 産 の 価 額 ）

251,234,300 円（差引手取概算額：232,734,300 円） 

（内訳）新株予約権発行分：   1,234,300 円 

     新株予約権行使分： 250,000,000 円 

行 使 期 間 平成 21 年 11 月 5 日から平成 23 年 11 月 5 日 

募 集 又 は 割 当 方 法
第三者割当により Brillance Hedge Fund（ブリランス・ヘッジ・ファンド）に全

て割当てる 

割 当 先 Brillance Hedge Fund（ブリランス・ヘッジ・ファンド） 

そ の 他 譲渡制限条項及び行使制限条項あり 

発 行 時 に お け る

当 初 の 資 金 使 途

・当社及び当社グループの財務基盤を安定させるための運転資金 

・システムソリューション事業部門における大口顧客に対する既存受託事

業の横展開ならびに非接触 IC ソリューション分野の強化のための営業費

用ならびに人材獲得費用 

発 行 時 に お け る

支 出 予 定 時 期
平成 21 年 11 月から平成 22 年 8 月 

現時点における行使状況 新株予約権 3 個 2,141 株 

現 時 点 に お け る

充 当 状 況

行使分については当社及び当社グループの財務基盤を安定させるため

の運転資金に充当し、未行使分については平成 21 年 12 月 25 日付を

もって未行使予約権の全部を取得し消却済 

 

・第三者割当増資 

発 行 期 日 平成 20 年 9 月 10 日 

調 達 資 金 の 額 169,992,000 円 

発 行 価 額 10,800 円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
45,416.41 株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
15,740 株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
61,156 株 

割 当 先 株式会社 CT 事業再生投資 
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発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
当社グループの財務基盤を安定させるための運転資金 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 20 年 9 月から平成 21 年 2 月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
当初の資金使途のとおり充当済 

（注）平成 20 年 8 月 31 日付をもって自己株式 0.41 株を消却しております。 

 

以 上 
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株式会社コネクトテクノロジーズ 

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） 

発行要項 

 

1. 社債の名称 株式会社コネクトテクノロジーズ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予

約権」という。） 

2. 社債の総額 金200,000,000円 

3. 各社債の金額 金5,000,000円 

4. 各社債の払込金額 額面100円につき金100円 

5. 新株予約権付社債券 本新株予約権付社債については、新株予約権付社債券を発行しない。 

6. 社債の利率 年4.6％ ただし第10項の定めにしたがう。 

7. 担保・保証の有無 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約

権付社債のために特に留保されている資産はない。 

8. 社債管理者の不設置 本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社

債管理者は設置しない。 

9. 償還の方法及び期限 

（1） 本社債は、平成23年9月24日（ただし同日が銀行休業日のため、本項（5）の定めにより平成23年9月22日）

（以下「満期償還日」という。）に、その総額を額面100円につき金100円で償還する。 

（2） 当社は、平成23年3月24日を繰上償還日として、その選択により償還の期限までに残存する本社債の全部

又は一部を額面100円につき金100円にて繰上償還できるものとする。この場合は、繰上償還日の2週間前

までに社債権者に事前通知をするものとする。なお、本新株予約権付社債の一部の取得をする場合には、

抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

（3） 当社は、本新株予約権付社債の割当日以降、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株

式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき、当社の当該組織再編行為承認機関による

承認がなされることを条件として、当該組織再編行為の効力発生日以前に設定される繰上償還日に残存す

る本社債の全部（一部は不可）を額面100円につき金100円にて繰上償還できるものとする。この場合は、繰

上償還日の1ヶ月前までに社債権者に事前通知をするものとする。 

（4） 本新株予約権付社債の買入消却は、当社と社債権者の合意により、本新株予約権付社債の割当日の翌日

以降、本社債の額面100円につき金100円にて、いつでもこれを行うことができる。 

（5） 本項に定める償還又は買入すべき日が銀行休業日（銀行法第15条第1項に定める「銀行の休日」を「銀行

休業日」といい、銀行休業日以外の日を「銀行営業日」という。）に該当する場合は、その前銀行営業日にこ

れを繰上げる。 

（6） 第10項第(1)号に定める第1回利息支払期日（当日含む）までに繰上償還又は買入消却される本社債につ

いては、繰上償還日又は買入消却日に繰上償還又は買入消却される本社債の額面100円につき3.0%を乗

じた額を当該社債権者に支払う。また、第1回利息支払期日後に繰上償還又は買入消却される本社債につ

いては、繰上償還日又は買入消却日に繰上償還又は買入消却される本社債の額面100円につき3.0%を乗

じた額を当該社債権者に支払う。 

10. 利息支払の方法及び期限 

（1） 本社債の利息は、本新株予約権付社債の割当日の翌日から本社債の満期償還日までこれをつけ、平成23

年3月24日を第1回の利息支払期日として第6項の利率から算出される年額の半分を支払い、満期償還日を

満期利息支払期日として第6項の利率から算出される年額の半分を支払う。 

（2） 第1回利息支払期日前に本新株予約権の行使の効力が発生した本社債については、利息を付さない。ま

た、第1回利息支払期日後に行使の効力が発生した本社債については、第1回利息支払期日後は利息を

付さない。 
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（3） 第1回利息支払期日（当日含む）までに繰上償還又は買入消却される本社債については、利息を付さない。

また、第1回利息支払期日後に繰上償還又は買入消却される本社債については、第1回利息支払期日後

は利息を付さない。 

（4） 償還された本社債については、償還期日後は利息をつけない。 

（5） 利息支払期日が銀行休業日に該当する場合は、支払いをその前銀行営業日に繰上げる。 

11. 申込期日   平成22年9月24日 

12. 社債及び新株予約権の払込期日及び割当日  平成22年9月24日 

13. 募集の方法 第三者割当ての方法により、以下のように割当てる 

Brillance Hedge Fund  100,000,000円（20個） 

Brillance Multi Strategy Fund 100,000,000円（20個） 

14. 本新株予約権に関する事項 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計40個を発行する。 

なお、当社が本社債を消却した場合は、当該本社債に付された本新株予約権は同時に消滅するものとする。 

(2) 各本新株予約権の発行価額  本新株予約権と引換に金銭の払込を要しない 

 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

① 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

② 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社

普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、同一の新株予約

権者により同時に行使請求された本新株予約権に関し出資される本社債の価額の総額を本項第(4)

号②の転換価額（ただし、本項第(5)号及び第(6)号によって修正又は調整された場合は修正又は調

整後の転換価額）で除して得られる 大整数（以下「交付株式数」という。）とする。ただし、行使により

生ずる 1 株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該本社

債の価額は払込金額と同額とする。 

② 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式 1 株あたりの出資され

る財産の価額（以下「転換価額」という。）は、当初、6,878 円とする（以下「当初転換価額」という。）。た

だし、本項第(5)号及び第(6)号の規定に従って修正又は調整されるものとする。 

③ 本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、第 9 項の規定にかかわらず、本新株予

約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 

(5) 転換価額の修正 

本新株予約権の割当日以降の毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、決定日（ただし、決定

日に終値（気配値を含む。以下同じ。）のない場合又は決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の

終値のある取引日とする。以下同じ。）の株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）における当社

普通株式の、当該日において有効な転換価額と当該日の取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の90％に相当する金額（1円未満切捨て。以下「基準価格」という。）を比較し、基準価格が転換価額を1

円以上上回る場合又は下回る場合には、転換価額を当該基準価格に修正する。なお、本項第(6)号で定め

る転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本要項に従い当社が適当と判断する値

に調整される。ただし、かかる算出の結果、基準価格が当初転換価額の50％に相当する金額（円位未満小

数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。ただし、本項第(6)号による調整を受ける。以下「下限転

換価額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、基準価格が当初転換価額の

200％に相当する金額（円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り下げる。ただし、本項第(6)

号による調整を受ける。以下「上限転換価額」という。）を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換

価額とする。 
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(6) 転換価額の調整 

① 当社は、本新株予約権の割当日後、本号②に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済

普通株式総数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転

換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整する。 

 

 

 

 

調整後 

転換価額 

 

＝ 

 

調整前 

転換価額 

 

×

 

既発行普通 
株式数 

 

＋

交付普通 
株式数 × 

1 株当たりの

払込金額 

時 価 

既発行普通株式数  ＋  交付普通株式数 

② 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。 

i. 本号④ⅱに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（ただし、

当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を

請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使

による場合を除く。）、調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられてい

るときは、当該払込期間の 終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割

当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

ii. 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式

分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける

権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普

通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当

社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用

する。 

iii. 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本号④ⅱに定める時価を下回る価額をもって

当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）又は本

号④ⅱに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しく

は新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含む）、調

整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債そ

の他の証券又は権利の全てが当初の行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付さ

れたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新

株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。

ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定し

ていない場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時

点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を

準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

iv. 上記ⅰ乃至ⅲの各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取

引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件

としているときは、上記ⅰ乃至ⅲの定めにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があっ

た日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認

があった日までに本新株予約権を行使した社債権者に対しては、次の算式に従って当社普通

株式の交付株式数を決定するものとする。 
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株式数＝ 

（調整前転換価額 － 調整後転換価額） ×
調整前転換価額により当該期間内に

交付された当社普通株式数 

調整後転換価額 

ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 

③ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる

限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生

し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこ

の差額を差引いた額を使用する。 

④ その他 

i. 転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 

ii. 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本号②ⅳの場合

は基準日）に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日の取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円

位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

iii. 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない

場合は、調整後の転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数

から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本号②ⅱの

場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社

普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

⑤ 本号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額

の調整を行う。 

i. 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社

とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 

ii. その他当社の発行済普通株式総数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価

額の調整を必要とするとき。 

iii. 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額

の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

⑥ 本号②の規定にかかわらず、本号②に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日がいずれかの調

整日と一致する場合には、合理的な理由が存在する場合を除き本号②に基づく転換価額の調整は行わ

ないものとする。ただし、この場合も、下限転換価額については、本号②に従った調整を行うものとする｡ 

⑦ 本号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにそ

の事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前

日までに本社債権者に通知する。ただし、本号②ⅱに示される株式分割の場合その他適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本号⑥の規

定が適用される場合には、かかる通知は下限転換価額の調整についてのみ効力を有する｡ 

(7) 本新株予約権の行使請求期間 

平成22年9月28日から平成23年9月21日までとする。本新株予約権付社債の繰上償還又は買入消却を行う

場合は、当社が取得する本新株予約権の権利行使については、取得日の前銀行営業日までとする。 

(8) その他の本新株予約権の行使の条件 

① 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超

過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

② 各本新株予約権の一部行使はできない。 

(9) 新株予約権の取得事由 

本新株予約権の取得事由は定めない。 

(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満の端
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数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

(11) 新株予約権の行使請求の方法 

① 本新株予約権の行使請求は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載したうえ、本項第(7)号に

定める行使請求期間中に本項第(12)号に定める行使請求受付場所に提出しなければならない。 

② 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求受付場所にて行使請求が受理された日に発生する。 

(12)  行使請求受付場所 

当社 経営管理統括本部 

15. 担保提供制限 

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発

行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保

付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第2条

第22号に規定された新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定により、新株予約権の内容

として、新株予約権付社債に係る社債を新株予約権の行使に際して出資の目的とする旨を定めたものをいう。 

16. 期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。 

（1） 当社が第9項及び第10項の規定に違背したとき。 

（2） 当社が第14項第（5）号乃至第（6）号又は第15項の規定に違背し、本新株予約権付社債の社債権者から是

正を求める通知を受領した後30日以内にその履行又は補正をしないとき。 

（3） 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが出

来ないとき。 

（4） 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をするこ

とができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入債務に対して当社が行った保証債務につい

て履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額

（邦貨換算後）が50百万円を超えない場合は、この限りではない。 

（5） 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをし、又

は当社の取締役会において解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったと

き。 

（6） 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令を受

けたとき。 

（7） 当社が、特定認証紛争解決手続（事業再生ADR手続）の利用申請を行ったとき。 

（8） 当社が、事業経営に不可欠な資産に対し差押若しくは競売（公売を含む。）の申し立てを受け、又は滞納処

分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じたとき。 

（9） 当社の意図によらず又は意向に反して、当社普通株式の取引所における上場廃止が決定されたとき。 

17. 譲渡制限 

本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

18. 株券の不発行 

当社は、行使請求により発行する株式にかかる株券を発行しない。 

19.  払込取扱場所 

株式会社三菱東京UFJ銀行 表参道支店 

20． 償還金及び利息支払い事務取扱者 

当社 経営管理統括本部 

21. 本新株予約権付社債の社債権者に通知する場合の公告 

本社債の社債権者に対し公告を行う場合は、当社の定款所定の方法によりこれを行う。ただし法令に別段の定め

がある場合を除き、公告の掲載に変えて本新株予約権付社債の社債権者に直接通知する方法によることができ

る。 
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22. 本新株予約権と引換に払込を行わない理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、本新

株予約権の行使は本社債の現物出資によりなされ、かつ本社債が消却されると、これに伴い本新株予約権は消

滅する等、本社債と本新株予約権が相互密接に関連する。また。発行後に当社株価が変動しても、定期的に転

換価額が修正されるという本新株予約権付社債の特性、及び、第三者機関においてモンテカルロ・シミュレー

ションにて算定された本新株予約権の公正価値と本社債の利率、払込価額等その他の発行条件により当社が得

られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換に金銭の払込みをしないこととした。 

23. その他 

(1)  会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要 

な措置を講じる。 

(2)  上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(3)  その他本新株予約権付社債発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


